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株式会社山陰合同銀行東京支店
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   品取引法の規定による備置場所ではありませんが、投資者の便
   宜のため縦覧に供する場所としております。

 

EDINET提出書類

株式会社山陰合同銀行(E03583)

臨時報告書

1/3



１【提出理由】

平成26年６月24日開催の当行第111期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出

するものであります。
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２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年６月24日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当金は１株につき金７円とする。

また、繰越利益剰余金75億円を別段積立金に振り替える。

　

第２号議案 取締役８名選任の件

古瀬誠、久保田一朗、野坂正史、石丸文男、小田光則、多胡秀人、田部真孝、福井宏一郎を取締役

に選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果
　

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成比率(％)

(注)３

第１号議案
剰余金の処分の件

100,688 8,552 23 (注)１ 可決 84.26

第２号議案
取締役８名選任の件

      

古瀬　誠 105,981 3,320 14 (注)２ 可決 88.65

久保田　一朗 105,981 3,320 14  可決 88.65

野坂　正史 105,958 3,320 37  可決 88.63

石丸　文男 105,958 3,320 37  可決 88.63

小田　光則 107,651 1,627 37  可決 90.04

多胡　秀人 95,341 13,958 14  可決 79.75

田部　真孝 102,814 6,486 14  可決 86.00

福井　宏一郎 106,610 2,691 14  可決 89.17
 

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３　賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))

に対する割合です。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確

認ができていない議決権の数は加算しておりません。

　以上
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